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〈事例報告〉

大学生による児童虐待防止啓発運動の実践報告
―社会人基礎力の育成に有効か―

宇野　耕司 
（心理学部心理カウンセリング学科） 

A Report of the Child Abuse Prevention and Awareness Campaign Conducted 
by the University Students: Did that Practice Effective in Developing 

Fundamental Competencies for Working Persons of University Students?

Koji UNO
（Department of Psychological Counseling, Faculty of  Psychology）

児童虐待が社会問題となっている今日において、学生による児童虐待防止啓発運動の重要性が指摘される。
学生による児童虐待防止啓発運動の実践研究の方向性について、社会的介入プログラムに位置づけること、
高等教育における学生の成長の機会に位置づけることの 2つが考えられる。しかしながら、実践研究として
組織的に研究されている報告は少ない。本報告では、学生による児童虐待防止啓発運動が学生の成長の機会
となり得るのかについて、モデル的な実践として評価された事例に基づいて報告した。結果、学生の社会人
基礎力を育成できる可能性があると考えられた。学生の社会人基礎力が発揮できるように、組織的に活動し、
その中で新しい課題を提示することや、その課題の解決に必要なスキルを教えるなど指導教員の役割が重要
であると考察された。
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１．問　題

1　児童虐待防止啓発運動の必要性
児童虐待は子どもの人権侵害であり、子どもの健

全な心身の成長を損ねるものである。2000 年に児
童虐待の防止等に関する法律が制定され、児童虐待
の防止対策が進められている。児童虐待の防止対策
は「児童虐待の発生予防」、「児童虐待発生時の迅速・
的確な対応」、「虐待を受けた子どもの自立支援」と
されている（厚生労働省、開設年月日不明）。児童
虐待の発生予防の具体的な取り組みの 1つに児童虐
待防止啓発運動がある。これはオレンジリボン運動

（以下、OR 運動とする）と呼ばれている（認定特

定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク、
開設年月日不明）。このような児童虐待の啓発は重
要である。なぜなら、法律で体罰が禁止されるだけ
よりも、法律による禁止と同時に社会への啓発活動
を行うことで体罰や虐待を減少させる効果があっ
たと報告されている（Bussman, Erthal, & Schroth, 
2011）。そして、このような啓発の効果を得るため
には、国や地方自治体、および民間団体による継続
的な活動が求められると考えられる。
2　児童虐待防止啓発運動の実践

OR 運動は一般市民による活動である。一般市民
の中には大学生も含まれる。そして、大学生が行う
OR 運動を「学生によるオレンジリボン運動」と呼
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んでいる（以下、学生による OR 運動とする）。学
生による OR 運動の発端は、「子ども虐待による死
亡事例等の検証結果等について（第 8 次報告及び第
9 次報告）厚生労働省社会保障審議会児童部会児童
虐待等要保護事例の検証に関する専門委員会」で「近
い将来親になりうる 10 ～ 20 代の若年者などに向け
た虐待予防のための広報・啓発が必要」との提言を
受けたことによる（厚生労働省、2014）。2015（平
成 27）年からは、OR 運動の運営が民間団体の認定
特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク
へと移管され、OR 運動に参加する団体は一般企業
や子どもに関係するNPO 法人などに拡大している。
また、学生による OR 運動は、2012 年の実施では 6
つの短期大学と 1つの大学の参加があり（厚生労働
省、2013）、2019 年の実施では、全国から 64 校（う
ち 1つは高校）の参加があった。このように参加校
の数は増加している。

学生による OR 運動の目的は「近い将来、親にな
り得る若者が、子ども虐待のない社会の実現を目指
す『オレンジリボン運動』を実施することで、児童
虐待に関する知識を深め、児童虐待問題に関する理
解を深めてもらう契機とするとともに、周りの若
い世代にも児童虐待問題に関心を持ってもらうこ
と」とされている（厚生労働省、2014）。学生によ
る OR 運動の具体例として大学祭などの場における
啓発が想定されている。しかし、学生自身が主体と
なり創意工夫して実施されるものであり、活動内容
について規定されてはいない。参加の形態は個人と
いうよりも大学のゼミ、サークル、授業の一環とし
て団体として参加している。その実践は「実施報告
書」（団体ごとに 1ページ分）として公開され、活
動の概要が理解できる（厚生労働省、2013 ; 認定特
定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク、
2020 b）。よく報告されている活動は大学祭などの
イベント時にオレンジリボンを配布したり、児童虐
待に関する情報を発信したりなどである。2016 年
度には学生による OR 運動の全国大会が開催され、
参加校の中から選ばれた団体がモデル的な啓発活動
を報告することが始められている。実践報告は審査
される。審査員は厚生労働省、東京都、大手通信会
社などであり、全国的なモデルとなる活動にはオレ
ンジリボン大賞が贈られる（認定特定非営利活動法

人児童虐待防止全国ネットワーク、2017）。このよ
うに社会は学生に児童虐待防止の担い手となること
を期待していると考えられる。
3　児童虐待防止啓発運動の研究の方向性
これまでの学生による OR 運動の実践報告や研究
によると、学生の児童虐待に対する理解の深まり

（飯浜・小早川・上原・他、2017）、他の学生の関心
の高まり（菅野、2019）、オレンジリボンの着用率、
オレンジリボンに対する理解度の高まり、活動継続
希望（辻尾・加藤、2013）などの学生による OR 運
動の目的（厚生労働省、2014）が達成されているこ
とが報告されている。また、啓発方法の観点からは、
消費行動のモデルである AIDMAモデルに依拠し
た啓発活動を試みた報告（辻尾・加藤、2013）があ
る。さらに、高等教育の実践の観点からは、学生に
よる OR 運動の実践を振り返る方法としてブレーン
ストーミングや KJ 法の実施およびピア・スーパー
ビジョンについて報告されたものや（大熊、2017）、
児童養護施設の視察によって学習意欲が高まり、虐
待関連書籍の主体的な POP 作成へとつながること
や、学生による OR 運動全国大会におけるプレゼン
テーションの実施などのアクティブラーニングの有
用性が報告されている（菅野、2019）。

以上を整理すると、今後の OR 運動の研究の方向
性は 2つあると考えられる。1つ目は、OR 運動の
目的（厚生労働省、2014）を達成するために、OR
運動を社会的介入プログラムと位置づけ、効果的な
プログラムモデルの設計・開発、形成・改善を行う
ことである（例えば、大島・源・山野・他、2019）。
OR 運動に参加することで学生自身が児童虐待に関
する知識を深め、関心を高めていき、学生の周囲の
若者にもその理解と関心の高まりが波及していくと
いうアウトカムを達成するために、アウトカムに関
連する効果的なプログラムモデル（アウトカムを説
明する仮説モデルの構築、アウトカムの達成に必要
な組織体制や効果的なプログラム要素の同定、効
果的な啓発方法などを含む）を開発することであ
る。その方法論にプログラム評価の理論と方法が援
用できると考えられる（例えば、大島・源・山野・
他、2019）。2つ目は、高等教育における教育実践
の対象としていくことである。児童虐待に関する知
識や関心を高めることは、保育士、教員、社会福祉
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士、公認心理師などの対人援助職を養成する過程で
必要なことである。また、社会で活躍していく学生
が教養として身につけるとよいことであると考えら
れる。学習内容は、虐待の種類、関係法規、子育て
支援サービスの理解、虐待に至る個人的要因や社会
的要因などの発生機序への深い理解、被虐待児童と
虐待をする保護者への共感力の育成、児童虐待に
関わるドメスティック・バイオレンスやデート DV
など身近にある暴力の理解などである。確かに、こ
れらの学習は講義でも学べる。しかし、近年、高等
教育で注目されているアクティブラーニングやプロ
ジェクト学習によってさらに深く学べる可能性があ
る。さらに、OR 運動をプロジェクト学習として位
置づけた場合、プロジェクトゴールの達成を目指し
て学生たちがチームを組むことになるだろう。活動
の中で次第に主体性や課題発見力や傾聴力などの社
会人基礎力を発揮していくのではないかと考えられ
る。社会人基礎力とは、「前に踏み出す力」、「考え
抜く力」、「チームで働く力」の 3つの能力（12の
能力要素）から構成されており、「職場や地域社会
で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的
な力」として、経済産業省が 2006 年に提唱したも
のである（経済産業省・中小企業庁、2018）。

以上のように、学生による OR 運動の実践を社会
的介入プログラムに位置づける観点と高等教育にお
ける学生の成長の機会に位置づける観点からとらえ
直し、研究と実践の対象としていくことが有用と考
えられる。そのためには、実践を積み重ねていき、
その中からモデル的な実践が生まれることが期待さ
れる。しかしながら、実践報告の数は少なく、事例
の蓄積が十分ではない。児童虐待防止啓発運動の研
究を発展させるためには、モデル的な実践事例の報
告が必要である。

２．目　的
本報告では、2019 年度に心理学を専攻する学生
が取り組んだ児童虐待防止啓発運動の成果を報告す
る。特に学生の社会人基礎力がどのように成長した
かについて報告し、プロジェクト学習型の教育実践
における有用な知見を提案する。この実践は、認定
特定非営利活動法人児童虐待防止全国ネットワーク

（2020 a）が主催する学生による OR 運動の全国大

会でオレンジリボン大賞を受賞した実践であり、特
に Twitterによる啓発活動がモデル的な実践として
評価された。

３．方　法
1　プロジェクトの実施期間と実施内容

実施期間は、2019年4月から2020年3月であった。
啓発活動は、児童虐待に関する学習（6 月）、医療
型障害児入所施設の見学（9 月）、学園祭での啓発
活動（10 月）、駅前での啓発活動（11 月）、市民集
会への参加（11 月）、学童保育での啓発活動（12 月）、
学生による OR 運動全国大会への出場（翌年 2 月）、
Twitterによる啓発活動（通年）であった。
2　プロジェクトメンバーの募集と参加者
メンバーの募集方法は、2つある。1つ目は、新

しくゼミに加入する学生向けのゼミ紹介文を作成し
2 年生に配布した。2つ目は、1 月にゼミ生（先輩）
によるゼミ紹介の機会を設けた（昼休み 2 回）。ゼ
ミ紹介への参加者は 2018 年度と 2019 年度で計 6 名
であった。ゼミ紹介の内容は、プロジェクトの期間
は卒業までの 2 年間であること、児童虐待に関係す
ることを学ぶこと、学園祭や駅前での児童虐待防止
啓発運動を行うこと、プレゼンテーション大会に出
場し成果を報告すること、チームで活動すること、
プロジェクトの準備のために授業時間以外の活動が
求められることなどを写真を用いて説明した。
メンバーは 16 名（新 3 年生が女性 4 名・男性 4 名、

新 4 年生が女性 6 名・男性 2 名）であった。
3　活動時間
プロジェクトの計画と準備はゼミの授業時間内
と、空きコマや夏休みなどの臨時ゼミで行った。な
お、臨時ゼミは任意の参加を原則とした。活動は平
日に行い毎週火曜日は活動休止日とした。

4 年生と 3 年生とが顔を合わせる機会を増やし、
チームとして活動する基盤を形成する必要があっ
た。そこで、4 年生と 3 年生のゼミの開講を木曜日
の 2 限と 3 限とした。こうすることで 4 年生が昼休
みを挟んで 3 年ゼミへの参加ができやすいようにし
た。
4　チームの組織化
ⅰ　チームを形成するための工夫
お互いが知り合うための自己紹介シートの作成と
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レクリエーションを行った（4 月）。パワーランチ
を導入した。これは、昼休みに 4 年生と 3 年生及び
指導教員とが食事をとりながら交流し、プロジェク
トについて意見交換ができる機会であった。サン
キューカードシステムを導入した。これは、メン
バーの行動に対して感謝の言葉をカードに書くもの
であり、カードをたくさん書いたメンバーが「すご
い」と褒められるシステムであった。ブラザー &
シスターシステムを導入した（田中・山田、2015）。
これは、3 年生が自分の正統性に基づいてペアを組
みたい 4 年生を選び、活動を共にするというもので
あった。選ばれた 4 年生は 3 年生のよき相談相手、
よきロール・モデルであることが期待されていた。
ⅱ　メンバーの役割
ゼミ長と副ゼミ長の決定については、学生から任

命の必要性が認識されてから決定した（7 月）。自
薦他薦を問わず、どのように役割を発揮していくの
かを発表させた。また、推薦する場合は推薦理由を
発表させた。3 年生のゼミ長は男性でそれをサポー
トする副ゼミ長が 2 名（男女）であった。4 年生の
ゼミ長は女性で、副ゼミ長は 2 名（男女）であった。
4 年生は、2018 年度から活動を行ってきていたので、
動機づけは高く、チームがまとまっていた。

学園祭と駅前での啓発活動では、3 年生のゼミ長
がプロジェクトリーダーとなった。全国大会への出
場では、3 年生の副ゼミ長（女性）が総括（プロジェ
クトリーダー）となった。

学園祭での啓発活動の準備として、プロジェクト
リーダー、総務、企画班、制作班、広報・渉外班、
調査班、ボランティア班、財務班を組織し、学園祭
当日は来場者に対応できるように、フロアマネー
ジャー、受付・呼び込み係、バルーンアート係、掲
示物説明係、パプリカダンス係、ボランティアコー
ディネーターに組織を再編した。駅前での啓発活動
では、プロジェクトリーダー、オレンジリボン配布
係、オレンジリボン配布補助係、広報係を組織した。
学生によるオレンジリボン全国大会では、総括、分
析班、プレゼン班、パワーポイント班を組織した。
メンバーの成長の機会とするために、プロジェク
トごとにメンバーの編成や役割を変更した。
5　プロジェクト目標の共有
プロジェクトの目標は 2つあった。1つ目は、メ

ンバー自身と啓発対象者（例えば、学園祭の来場者
など）の OR 運動に対する認知度と参加動機を高め
ることであった。2つ目は、メンバー自身の社会人
基礎力を育成し、向上させることであった。2015
年度から「広げよう、児童虐待防止の輪―目白初よ
り目白発―」というスローガンを掲げて実践してき
た。このスローガンには、児童虐待のない社会の実
現をめざしたいという学生の願いと、活動を続けて
いこうという意思が込められている。目白発の「発」
には、発信（学内のゼミ生で知識を独占するのでは
なく、地域に情報発信すること）、発進（学内から
学外へと活動範囲を広げること）、発展（学生が創
意・工夫をすることで、啓発活動を発展させること）、
発達（学生自身の社会人基礎力を発達させていくこ
と）という 4つの意味がある。プロジェクト目標を
明示し、活動の機会ごとにプロジェクト目標を確認
し、「目白初から目白発へ」の意味を振り返ることで、
活動を前に進ませることができた。
6　Twitter による啓発活動

Twitterによる啓発活動（ユーザー名は @orang
er_mejiro）は、2015 年度から始められた。その課
題は、投稿内容や投稿回数が場当たり的であり、投
稿に関するガイドラインがないことであった。そこ
で、広報班（3・4 年混合、4 名）を編成し、Twitt
erの運用を組織的に行うことにした。運用の際に、
ターゲットの設定と重要目標達成指標と重要業績評
価指標（林、2018）、ブランド化（グローバルリン
クジャパン・清水、2016）などのマーケティングや
ブランディングの知見を活かした。そして、広報班
の 2 名が Twitterによる啓発活動を 4 年次のゼミ
論文のテーマとし、Twitterによる啓発活動を継続
しながら、啓発活動のガイドライン（全 39ページ）
の作成を行った。ガイドラインには、児童虐待につ
いて、Twitterの目的・目標・ターゲット・基本戦略、
Twitterの運用ルール、緊急時の対応・投稿者のメ
ンタルヘルスケアなどが記載された。

広報班によって、活動内容を発信する「活動ツ
イート」、季節やトレンドを意識して発信する「定
期ツイート」、活動を通して感じたことや児童虐待
のニュース等を発信する「不定期ツイート」の 3 種
類のツイートが投稿された。投稿内容は、広報班の
合議によって検討された。合議の際は、Twitterの
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ガイドラインを参照し、感想や意見など個人の価値
観に偏ったツイートではなく、事実をツイートし、
前向きな一言を添えた。広報班で投稿内容の判断が
できない時は、指導教員も合議に参加した。
7　学生によるオレンジリボン運動全国大会に出場
ⅰ　出場準備
エントリーシートによる書類審査があった（1

月）。書類審査を通過するためには、全国大会出場
へのメンバーの動機づけが必要であった。また、優
勝を目指したチームに再編成する必要があった。そ
こで、全国大会出場に関する意見交換を行った。そ
の際に、 2019 年度に開始したガイドラインに基づ
く Twitterによる啓発活動は、他校のモデルとして
正当に評価される可能性があること、2016 年度に
はオレンジリボン大賞を受賞した実績があること、
2018 年度の書類審査で落選したことを共有した。
意見交換の結果、書類審査を受けることが決まった。

審査基準と吉澤（2016）を参考に、ロジックを重
視した申請書類を作成した。
ⅱ　正当な評価獲得を目指したチーム編成

社会人基礎力育成グランプリで優勝経験のあるゼ
ミの取り組みを参考とした（福岡女学院大学浮田ゼ
ミ、2015）。その実践に倣い、総括（3 年・女性・
副ゼミ長）、プレゼン班（発表者 2 名、発表者のサ
ポート 2 名）、分析班（原稿推敲、発表方法の質向上、
発表の評価と質疑、記録、6 名）、パワーポイント
班（発表資料作成、時間管理、2 名）を編成した。

発表タイトルは「ガイドラインに基づく Twitter
による啓発活動」であった。発表内容は書類審査で
記載したロジックを基に、審査員がスピーチを聞い
てその場面が目に浮かぶようなものを目指した。

大会前には教室を借りて本番さながらの練習を 4
日間行った。最終リハーサルで、本学科教員の協力
を得て、審査基準に基づいた評価をした。そこから
得られた評価結果を発表方法に反映した。
ⅲ　全国大会への出場

会場で 1 時間程度の事前打ち合わせを行い、機材
や配布資料の準備を行った。出場校は 6 校であった。
くじ引きで 5 番目の発表となった。発表時間は 15
分で質疑応答は 5 分であった。発表はパワーポイン
トを使用した。質疑応答は審査員ではなく、大会に
参加している学生から行われ、質疑応答も審査の対

象となった。参加したメンバーは特定のメンバーに
偏ることなく質問できた。
8　社会人基礎力の測定

学生による OR 運動の実践に取り組んだ学生（3・
4 年生）を対象に 2019 年 4 月と 2019 年 10 月に測
定した。2 回目の測定は学園祭の 1 週間後であった。
廣川・大嶋・宮崎・芳賀（2016）に倣って、西道（2009）
のキャリア教育プログラム効果測定に関わる尺度（3
因子 10 項目）を使用した（表 1）。尺度の信頼性（内
的整合性 : α =.59 ～ .69）が確認されている（廣川・
大嶋・宮崎・他、2016）。各項目で示される能力が、
自分自身にどれくらい備わっていると思うかについ
て「まったくない（1 点）」から「非常にある（5 点）」
までの 5 件法で回答を求めた。本来、社会人基礎力
は 12の能力とされている。しかし、西道（2009）
では 12の基礎力のうち「発言力」と「ストレスコ
ントロール力」が測定項目に含まれていない。しか
し、廣川・大嶋・宮崎・他（2016）によると、因子
不変性（3 因子）が確認できており、項目数による
回答の負担が少なく、対象者を限定していない点で
汎用性も高いと述べられていることから、本尺度を
採用した。自由記述で「あなたの 12の社会人基礎
力の中で成長した力は何ですか。どんなふうに成長
したのかを説明してください」と回答を求めた。

表 1　社会人基礎力の内容（西道、2009）

A　前に踏み出す力
A １　 主体性 : 人から言われるのではなく、や

らないといけないことを見つけて、自
分から進んで取り組む力

A ２　 働きかけ力 : 目標を達成するために周り
の人に呼びかけて一緒に行動する力

A ３　 実行力:言われたことをやるだけでなく、
自分で目標を設定して、粘り強く行動
する力

B　考え抜く力
B １　 課題発見力 : 目標を達成するために解決

すべき問題を見つける力
B ２　 計画力 : 目標を達成するための方法やや

るべきことの順番を考えて準備する力
B ３　 創造力 : 解決すべき問題について、解決

方法を工夫して考える力
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C　チームで働く力
C １　 傾聴力 : 人が話しやすい雰囲気をつくっ

て、人の意見をきちんと理解して聞く力
C ２　 柔軟性 : 自分の考えだけにとらわれずに、

自分とは違う考えや立場も尊重して理解
しようとする力

C ３　 情況把握力 :グループの中で自分がどん
な役割をすればよいのかを理解する力

C ４　 規律性 : 集団や社会生活の規則やルール
を守って適切に行動できる力

9　倫理的配慮
児童虐待防止啓発運動はゼミ活動であることか
ら、活動に取り組む姿勢が成績評価に関係する。そ
のため、学生がゼミを選択する前に活動内容を学生
が理解できるように説明を行った。ゼミに所属後、
活動に参加しないという選択も可能であり、参加し
ないことによる不利益が生じないようにした。活動
に参加できない学生がいた場合に備えて、単位認定
の手続きを保障するために活動の代わりとなる適量
の課題を準備した。また、Twitterによる啓発活動
では、学生の個人情報を投稿する必要はないこと、
学生の個人情報を完全に匿名化できない可能性があ
ることを説明した。Twitterによる啓発活動や活動
報告書等で活動写真など学生の個人情報を使用する
際は、学生からの許可を得てから使用し、使用を拒
否しても何らの不利益がないようにした。

社会人基礎力の調査協力は自由意志に基づくもの
であり、回答を拒否する権利があること、データは
統計的に処理すること、個人情報が特定され得る情
報は秘匿化するなどし、プライバシーに配慮するこ
と、成績評価には一切関係がないことを口頭及び文
書にて説明し、同意が得られた者に対してのみ回答
を得た。

４．結　果
1　社会人基礎力の変化

10 名から結果が得られた。学園祭の実施前（2019
年 4 月）と実施後（2019 年 10 月）の社会人基礎力
全項目の合計点と各因子の合計点の平均値の差を明
らかにするために対応のある t 検定を行った（表 2）。
その結果、社会人基礎力の全項目の合計点の平均値

は、実施前では 3.10 点（SD=.55）で、実施後では
3.43 点（SD=.49）であり、実施後の得点の方が有
意に高かった（t（9）=-2.96、p< .05）。各因子で見
ていくと、前に踏み出す力の平均値は、実施前では
2.70 点（SD=.68）で、実施後では 3.03 点（SD=.68）
であり、有意な差はなかった（t（9）=-1.40、p> 
.05）。考え抜く力の平均値は、実施前では 2.97 点

（SD=.62）で、実施後では 3.40 点（SD=.34）であり、
実施後の得点の方が有意に高い傾向であった（t（9）
=-2.33、p<.10）。チームで働く力の平均値は、実
施前では 3.50 点（SD=.65）で、実施後では 3.75 点

（SD=.60）であり、実施後の得点の方が有意に高い
傾向であった（t（9）=-2.12、p<.10）。

表 2　社会人基礎力の平均値

実施前後 n M SD t 値（df）

社会人基礎力
実施前 10 3. 10 .55 -2. 96*

実施後 10 3. 43 .49 （9）

　前に踏み出す力
実施前 10 2. 70 .68 -1. 40

実施後 10 3. 03 .68 （9）

　考え抜く力
実施前 10 2. 97 .62 -2. 33 †

実施後 10 3. 40 .34 （9）

　チームで働く力
実施前 10 3. 50 .65 -2. 12 †

実施後 10 3. 75 .60 （9）
† p<.10　* p<.05

2　メンバーの社会人基礎力の特徴と変化
個人の社会人基礎力の得点（1 点～ 5 点）をレー
ダーチャートにした（図 1）。また、自由記述の回
答を掲載した。ここでは学生 1 名の社会人基礎力の
変化について報告した。
ⅰ　メンバー A の社会人基礎力の変化
メンバー Aの測定結果は、学園祭前では、主体

性が 3 点、働きかけ力が 2 点、実行力が 4 点、課題
発見力が 3 点、計画力が 2 点、創造力が 3 点、傾聴
力が 2 点、柔軟性が 2 点、状況把握力が 3 点、規律
性が 3 点であった。学園祭後では、主体性が 3 点、
働きかけ力が 2 点、実行力が 2 点、課題発見力が 3 点、
計画力が 3 点、創造力が 3 点、傾聴力が 4 点、柔軟
性が 2 点、状況把握力が 2 点、規律性が 3 点であった。

10 項目のうち計画力と傾聴力の評定が高くなっ



− 45 −

大学生による児童虐待防止啓発運動の実践報告：社会人基礎力の育成に有効か

た。実行力と状況把握力の得点が低くなった。

ⅱ　メンバー A の社会人基礎力に関する自由記述
私が成長したと感じる社会人基礎力は、「主体性」
と「発信力」の 2つである。1つ目の「主体性」は、
学園祭において展示室の内装・外装の責任者として、
完成に向けた目標や課題を決め、率先して取り組む
ことができた。また、どのようにすればより良いも
のになるか、目指していたイメージに近づくのか、
まず自分自身で考えカタチにした。その後に、自分
自身で決めかねる点はメンバーに意見を求め、作業
を分担することができた。以前は、自分に任された
仕事や課題に、他の人を巻き込むことに抵抗があっ
たが、今回はメンバーの協力を求めながら取り組み、
責任を持って最後までやり遂げることができたと思
う。2つ目の「発信力」は、話し合いや準備期間、
学園祭当日だけでなくその他の活動場面でも必要な
力だったと考えられる。私は、自分の中のイメージ
や考えを伝えることが苦手だと感じる。語彙力の少
なさや伝える情報の優先順位が決められないことに
焦り、上手く伝わらないことが多い。しかし、メン
バーから「こういう情報が欲しい」と求められるこ
とで、どのような情報を伝えるべきなのか、さらに
どんな方法がいいのか参考にすることができた。ま
た、それらを踏まえて、実際に状況報告や来場者の
方への対応において、どのように話せば上手く伝え
ることができるのか考えながら発信することができ
た。もし、私の社会人基礎力が成長したとしたら、
支える力をより備え、周囲の人から「縁の下の力持

ち」だと思われたい。そして、リーダーや代表者と
は違う頼もしさを持ち、周囲に少しでも安心感を与
えられる存在として貢献をしたい。このような存在
になることができれば、自分に自信を持ち、積極的
な姿勢で日々、生活していけると思う。この理想を
実現するために、社会人基礎力の中でも「計画力」、

「傾聴力」、「状況把握力」を成長させる必要がある
と考えられるため、今後の目標として意識したい。

５．考　察

1　学生の社会人基礎力の変化
社会人基礎力の測定結果と自己報告を総合的に考

察する。回答が得られたメンバー 10 名の平均値を
みると、社会人基礎力は実施前よりも実施後の得
点が有意に高かった（表 2）。社会人基礎力が学生
による OR 運動という場面あるいは文脈において備
わった可能性があると考えられる。
メンバー個人の社会人基礎力の実施前と実施後

を比較すると、メンバー Aは得点が高くなったり、
低くなったりと一貫していない（図 1）。これは得
点が個人内で変動するからだと考えられる。つま
り、社会人基礎力は変化する可能性があると考えら
れる。また、得点は他者と比べて学生を評価するも
のではない。例えば、主体性について自己評定値が
低くても、他の学生に比べて行動を観察すると主体
性が高いという学生がいる。あくまでも自己認識に
おいて変化をとらえている点において有用だと考え
られた。
メンバー Aは、学園祭における展示室の内装と

0
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5
A1主体性

A2働きかけ力

A3実行力

B1課題発見力

B2計画力

B3創造力

C1傾聴力

C2柔軟性

C3情況把握力

C4規律性

学園祭前 学園祭後

図 1　メンバー A の社会人基礎力の変化
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外装の責任者となることで主体性と発信力を発揮し
ていると考えられる。内装や外装は 1 人で完了でき
る作業ではない。内装と外装をデザインし、その作
成意図をメンバーに伝え、作業の指示を出す必要が
ある。また、必要な物品が何かを検討し、手配する
必要がある。メンバー Aの自由記述に、「自分に任
された仕事や課題に、他の人を巻き込むことに抵抗
があった」とあった。しかし、実際に取り組むと個
人では課題を達成できないことを理解し、メンバー
に働きかけ巻き込むようになったと考えられる。さ
らに、自由記述の「縁の下の力持ち」とあるように、
なりたい自分を確認し、そのために必要な社会人基
礎力が「計画力」、「傾聴力」、「状況把握力」である
ことを認識している。全国大会では、分析班として
記録の役割を担った。記録者は、プロジェクトの進
捗状況を把握しやすい立場になる。単に記録してい
たわけではなく、記録者という客観的な立場から状
況を把握し、プロジェクトを計画し管理するために
必要な意見を述べていた。表に出ないで本来の実力
を発揮することを遠慮しているように見える学生が
いる。メンバー Aもこのタイプの学生であったこ
とが指導の経過の中でわかってきた。そして、チー
ムの目標達成のために、自分らしく縁の下の力持ち
という役割を果たしながら、計画力、傾聴力、状況
把握力を発揮したものと考えられる。
2　本報告の限界と実践への含意

社会人基礎力が、学生による OR 運動という場面
あるいは文脈において備わったと考えられる。ただ
し、社会人基礎力が、他の場面（例、就職活動など）
でも発揮されているのかどうかについてまでは結果
を一般化できない。また、活動後の得点に関連する
要因についてもさらに検討が必要であろう。このよ
うな限界があるが、学生による OR 運動によって社
会人基礎力の育成ができる可能性があると考えられ
る。

本実践報告で使用した尺度は、10の基礎力しか
測定していないものであった。また、それぞれの基
礎力を 1つの項目で測定するものであった。した
がって、個人の社会人基礎力の変化を具体的に検討
するために、自由記述などの質的データが必要であ
る。また、指導教員が活動の中で学生をよく観察し、
学生に必要な社会人基礎力の中で育成しやすい力を

探し出し、指導する必要があると考えられる。例え
ば、学園祭における啓発活動などのプロジェクトに
取り組む前に、もしプロジェクトの後に自分の社会
人基礎力が高くなっているとしたらそれは何か、ど
うすれば高くなるかと学生に質問することで、具体
的な活動のなかで社会人基礎力を意識した行動がで
き、また学生に必要なスキル（テキストの読解方法、
PCソフトの使用方法、発表、セルフマネジメント
など）について指導できるのではないかと考えられ
る。
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